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船舶事故調査報告書 

 

 令和元年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１２月４日 ０４時１５分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保
さ せ ぼ

市黒
くろ

島西方沖の帆
ほ

上
あげ

ノ瀬 

 尾
お

上
がみ

島灯台から真方位１２７°５.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°０７.４′ 東経１２９°２５.１′） 

事故の概要  漁船萬
まん

生
せい

丸は、西北西進中、帆上ノ瀬に乗り揚げた。 

 萬生丸は、船長が負傷し、船首部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 萬生丸、９.７トン 

 ＮＳ２－２３０１８（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.９０ｍ（Lr）×３.２０ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３８９kＷ（動力漁船登録票による）、平成６年５

月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年５月３０日 

  免許証交付日 平成２６年１０月１７日 

         （令和２年２月２１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船首部船底外板に破口、船首部外板に亀裂、右舷船首部防舷材に割損

等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０７時０９分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、佐世保市宇
う

久
く

島北方沖で延縄
はえなわ

漁を行う目的で、平成３０年１２月４日０３時１５分ごろ佐世保港内

の俵ヶ浦
たわらがうら

南方沖の仮泊地を出航した。 

 本船は、甲板員が操舵室の船首側下方に設けられた船室で休息し、

船長が、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、操舵室の渡し板

に腰を掛け、遠隔操縦装置を使用して手動操舵に当たり、約１４ノッ
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トの対地速力で西進した。 

 船長は、黒島南方沖で尾上島灯台の灯光を見通せるようになり、黒

島南西方沖で、ふだん、尾上島灯台を船首目標として右舵を取ってい

たところ、本事故当時、尾上島周辺で北西方に流れる潮流の影響を受

けると考え、尾上島灯台の灯光を目視で確認しながら、ふだんよりも

南寄りの針路とした。 

 本船は、黒島南西方沖で変針後、帆上ノ瀬に向かって西北西進する

こととなったが、船長が、眠気を感じるようになり、その後、いつし

か居眠りに陥り、０４時１５分ごろ帆上ノ瀬に乗り揚げた。 

 船長は、乗揚の衝撃で、操舵室前部に設置されたＧＰＳプロッター

に額を打ち付けるとともに船室に落ち、意識が朦朧
もうろう

としていたとこ

ろ、甲板員から主機を停止するように促され、主機を停止した後、船

体の状況を確認し、船内に浸水は認めなかったものの、船底等に破口

が生じていると考えて自力航行を断念した。 

 本船は、船長が、携帯電話で、船舶を所有する友人に救援を依頼す

るとともに海上保安庁に本事故の発生を通報し、上げ潮に乗じて自然

離礁した後、友人の船舶にえい
．．

航され、巡視船の伴走を受けながら、

佐世保港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 修理後の本船（船首側）、

写真２ 修理後の本船（船尾側） 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

 海図Ｗ１９８（伊万里湾至長崎港口）によれば、帆上ノ瀬は、平均

水面上の高さが約２６ｍの水上岩の周囲に危険界線*1が表示された瀬

で、航路標識は設置されていなかった。 

 船長は、帆上ノ瀬の存在を知っていた。 

 本船は、ふだん、操業日前日、日中の間に係留地である佐世保市久
く

津
つ

漁港を出港して漁場周辺の宇久島等の港に入港し、船長及び甲板員

が船内で十分な休息をとった後、翌日、夜が明けてから操業を行う形

態をとっていた。 

 船長は、１２月２日に参加した行事の疲れが残っていたものの、１

２月は行事が多く、ふだんの操業形態では操業回数が少なくなるの

で、３日夜の行事に参加した後に久津漁港を出港し、俵ヶ浦南方沖で

仮泊して休息をとり、４日夜明け前に同仮泊地を出航して宇久島周辺

の漁場まで移動し、夜明けごろ操業を開始することとした。 

 船長は、ふだん、約８時間の睡眠をとっていたが、俵ヶ浦南方沖で

仮泊時、睡眠時間が約６時間であったので、本事故当時、睡眠が不足

していた状態だったと本事故後に思った。 

 船長は、本事故当時、夜間の航海で、ふだん、日中に航海するとき

                             
*1 「危険界線」とは、危険物存在の注意を航海者に促し、または、多数の危険物を含んだ範囲を区域で示し、航行

上安全でない区域を示すもの。 
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よりも周囲に他船が少なく、気の緩みがあったことも居眠りしたこと

に影響したと本事故後に思った。 

 船長は、ふだん、日中に航海中、眠気を感じた場合は甲板員と操船

を交代していたが、甲板員が夜間の航海に慣れていなかったので、本

事故当時、眠気を感じた際、甲板員と操船を交代しなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、黒島西方沖を手動操舵で西北西進中、帆上ノ瀬に向かって

航行する状況下、単独で操船に当たっていた船長が居眠りに陥ったこ

とから、帆上ノ瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、行事参加による疲れが残っていたこと、ふだんと異なる操

業形態をとって睡眠が不足していたこと、及び周囲に他船が少なく気

が緩んだことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 

船長は、ふだん、日中に航海中、眠気を感じた場合は甲板員と操船

を交代していたが、甲板員が夜間の航海に慣れていなかったことか

ら、本事故当時、眠気を感じた際、甲板員と操船を交代しなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が黒島西方沖を西北西進中、帆上ノ瀬に向か

って航行する状況下、単独で操船に当たっていた船長が居眠りに陥っ

たため、帆上ノ瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業の際は、乗組員の体調も考慮に入れ、無理のない操業形態を

とること。 

 ・夜間、ふだんと異なる針路をとる場合は、目視に加えてＧＰＳプ

ロッター等の航海計器を有効活用し、新針路上に危険物が存在し

ないか確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 修理後の本船（船首側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 修理後の本船（船尾側） 

 

 
操舵室 船室 


